
近江八幡漁業協同組合

指定期間

施設概要

佐波江舟だまり

近江八幡市佐波江町字向脇地先

指定管理業務の内容

ー

近江八幡市長命寺町２９－４

平成１８年１０月１日～平成２３年３月３１日（４年６月間）

漁業の振興及び公共の水域等の秩序の維持

① 維持運営計画の策定に関する業務
② 施設等の維持管理に関する業務
③ 船舶等の施設利用の管理に関する業務
④ 水域施設（航路・泊地）の管理に関する業務
⑤ 施設の安全管理に関する業務
⑥ 外郭施設、係留施設、水域施設、輸送施設等の管理に関する業務
⑦ 施設内の環境美化等のための管理に関する業務

指定管理者による管理運営の概要

指定管理料

名称

所在地

名称

所在地
指定管理者

設置目的


